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◇「総会特別議案」の説明会を行います。 

日時：平成３０年５月１３日（日）１０：００～１１：００ 

場所：第三集会所 

５月６日（日）に配付予定の「総会議案書」をお持ちください。 
 
 

◇「第３８回通常総会」を開催します。（受付：９：３０～） 

日時：平成３０年５月２０日（日）１０:００～１２:００ 

場所：広瀬小学校体育館（上履きをご用意ください） 
 
 

 
つつじ野団地管理組合では、総会で提案された議案に対して、その賛否の意思を表明 

する方法として、「三つの方法」を採用しています。 

いずれによる方法でも、その総会へは出席し、議決権を行使したものと取り扱われます。 

希望されるいずれかの方法の色分けした用紙に必要事項を記入し、押印の上、 

１枚のみ を小封筒に入れ、５月１３日（日）までに班長へ提出してください。 

提出期限（５月１３日）後は受付ませんので、ご注意ください。 

◎「一つ目の方法」：総会当日、会場に来場し総会に出席できる方 
 
①議案書３頁の 出席予定票（青色用紙） に、必要事項を記入し押印の上、「班長」 

へ提出してください。 

② 当日、都合で出席できなくなった場合は、総会議長に議決権の行使を委任したものと 

取り扱われます。 
 

◎「二つ目の方法」：総会当日、会場へは行けないので、提案された議案に対し書面で自己 

の意思を表明される方 
 
① 議案書４頁の 議決権行使書（緑色用紙） に、必要事項、各議案について賛成・反対 

かを記入（○で囲む）し押印の上、「班長」へ提出してください。 

②「議決権行使書」を提出されて、当日会場へ来場された場合には、傍聴席にお座りいた 

だき、議決権の行使はできません。議決権の行使は、既に提出いただいた書面にて行使 

されます。 
 

◎「三つ目の方法」：総会当日、会場へは行けないので、他の人に議決権行使を任せたい方  
 
① 議案書５頁の 委任状（橙色用紙） に、必要事項を記入し押印の上、「班長」（個人に 

委任される場合は受任者＝任せる相手）へ提出してください。 

② 「委任状」を提出されて、当日会場へ来場された場合には、傍聴席にお座りいただき、 

議決権の行使はできません。議決権の行使は受任者（任された人）が行使します。 

第３号議案の「管理規約の一部変更は、特別多数決議案」です 

第３号議案の管理規約の一部変更は、「全住戸１，００４の３／４以上の賛成が必要と

なる特別多数決議案」です。このため、「出席予定票・議決権行使書・委任状」のいず

れかを５月１３日（日）までに、班長さんへ提出するように、ご理解・ご協力をよろ

しくお願いします。 
 
 

 
 平成２９年１２月臨時総会において「つつじ野団地管理規約の一部変更並びに関連細則の一部変更」

を提案し、承認をいただきましたが、法務・企画委員会では各細則について更なる見直し・検討を進

めてきました。 

今般、理事会へ答申と提言があり、これを受け理事会で審議の結果、以下の細則の一部変更を提案

いたします。 

記 

１ 班長、副班長及び地区委員の設置等に関する細則 

 〇 変更の趣旨 ＜対象条名＞ 

・細則設置根拠の管理規約第７４条の条見出しを加え、地区委員等（班長、副班長及び地区委員）

の任期及び班長の職務代行者を明確にする。 

  ＜・第１条、・第２条(新規制定)・新第３条(現行第２条＞ 

２ 次期班長、次期副班長、次期地区委員及び次期役員候補者の選出に関する細則 
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平成３０年４月２５日 

第８０９号 
＝マンションみらいネット登録全国第１号管理組合＝ 

当管理組合は組合員全員による自主管理で運営しています 

「お互いさま」の心と「支えあい」で日本一の団地を作ろう！ 
 

主な掲載内容 

❶『出席予定票・議決権行使書・委任状』の取り扱いについて ❷管理規約・細則

の一部変更案の紹介（２回目） ❸４月度資金運用結果を報告します ❹平成２９

年度監事監査を行いました ❺給排水管改修工事中のリフォーム工事について（ご

協力のお願い）❻３月度の不法駐車を公表します ❼３月度のゴミ違反を公表しま

す ❽ＧＷの管理組合事務所休業のお知らせ  

   添付物：平成２９年度会計報告 

『出席予定票・議決権行使書・委任状』の 

取り扱いについて 

管理規約・細則の一部変更案の紹介（２回目） 
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 〇 変更の趣旨 ＜対象条名＞ 

  ・管理規約に役員候補者等の選出を明確にするため、細則設置根拠を第７４条から第３７条第５項

と変更したことに伴い、根拠条文に条見出しを加え次期役員等の任期を明確化する。 

＜・第１条、・第２条第２項＞ 

  ・管理規約第３７条第２項で役員の選出対象を、団地内に居住する組合員等としていることに鑑み、

次期地区委員の選出も同規定を準用し、公平を期するべく次期地区委員の非選出対象から自治

会役員を削除し「できる規定」とする。 

＜・第４条第５項＞ 

３ 自転車及びバイク置場使用細則 

 〇 変更の趣旨 ＜対象条名＞ 

・電動カートは、道路交通法で定められた原動機を用いる車いす及び歩行補助車等（内閣府令で定

める基準に該当するもの）に該当し、同法の適用では「歩行者」として扱われている。当団地も

住民の高齢化が進み、今後電動カートの所有者が増加することが予想されるため、同カートの自

転車置場における使用を認め、居住者の生活面での利便性と住環境の向上を図る。 

    ＜・第２条十四号、同条第十七号・第４条、・第５条、第６条第２項、・第８条、・第１１条＞ 

４ 各細則共通 

 〇 附則を追加･･･変更細則の発効日を明示します。 

５ 変更細則の変更条文内容は、「総会議案書第４号議案」を参照ください。 

 
４月に各会計の普通預金残高を次の通り武蔵野銀行の決済性預金口座に振替えました。 

会計区分 運用額（円） 会計区分 運用額（円） 

①管理費 △１３，０００，０００ ⑤集会所 ２，４４２，０１３ 

②修繕積立金 ２８，５００，０００ ⑥駐車場敷金(利息分) １ 

③高層特定費 ３００，０００   

④駐車場 ６，３２２，８４４ ①～⑥ 合 計 ２４，５６４，８５８ 

 
つつじ野団地管理規約及び経理事務細

則に基づき４月１５日（日）に平成２９

年度の会計及び業務について監事監査が

行われました。 

 監査結果は、会計については、「各会計

の収支計算書、貸借対照表及び正味財産

増減計算書等は、管理組合の財産及び収支の状況を正しく示していると認める。」また、業務

については、「昨年の第３７回通常総会で決議された事業計画等は、概ね妥当に執行されてい

ると認める。」との報告をいただきました。 

（添付の平成２９年度会計報告を参照してください） 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より当マンション管理運営につきまして、皆様のご協力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、給排水管改修工事は本年１月より街区別・建物区分別に工事説明会を開催し

た後に順次着工し、平成３１年４月に完了する予定です。 

このような状況の中で、本給排水管改修工事（以下「本工事」という）とは別にリ

フォーム工事等を他の工事業者へ依頼されている居住者もおられると思いますが、

次の理由により、本工事を円滑に行うために工事期間内は、「止むを得ぬ事情に

よりこの期間に行う必要のある工事」以外はできるだけ控えて下さいますよう、ご理

解・ご協力を賜りたく、お願い致します。   

 

 本工事は、事前に各居住者のスケジュールを伺った上で、決められた日

程・時間で実施されております。各戸の専有部にて他の業者がリフォーム

工事を同時に実施することにより、本工事（給排水管改修工事）作業時間

の遅れが発生する恐れが有り、他の居住者方にご迷惑をお掛けする可能性

があります。 

 マンションを傷付けないよう、充分配慮しながら工事を進めておりますが、

各戸専有部リフォームと同時に工事をしている期間に、万が一、共用部及

び専有部の物損が発生した場合、責任の所在が不明確となりトラブルにつ

ながる可能性が高くなります。 

 本工事に関わる工事用資材は、事前に調整して敷地内の決められた箇所に

仮置きするようにしております。各戸専有部リフォーム用資材を事前調整

なしで仮置きした場合、工事用資材との混乱を招く恐れがあります。 

 

 なお、止むを得ぬ事情により本工事と同時期にリフォーム工事等を行う必要

がある場合は、管理組合へ事前申請をした上で、事前に給排水管改修工事会社

である日本設備工業株式会社へ必ずご連絡をしていただき、日程等調整を行っ

ていただきますよう、お願い致します。 

事前に調整がなく各戸専有部でリフォーム工事等が始まり、本工事に影響を

及ぼすと判断された場合、工事を中止していただくこともございますので、ご

了承願います。 

 工事中は何かとご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、皆様のご理解・ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 
 

 

４月度資金運用結果を報告します 

平成２９年度監事監査を行いました 

給排水管改修工事中のリフォーム工事につい

て（ご協力のお願い） 
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不法駐車は、地区委員（生活秩序担当）の方が日々の状況を確認し、公表しています。 

継続して団地内の皆様のご協力をお願いします。 
◇３月の不法駐車車両は３３台、バイクは２台という結果でした。 
◇不法駐車悪質車両の内容（過去３ヶ月５回以上不法駐車車両） 
 

回数 番号 車種 色 場所 時間帯 

１０ 所沢５８０ ほ－・５８９ ダイハツ タント 水色 ２街区駐車場 7:00～21:00 

１０ 所沢５４０ さ－・・１２ トヨタ ＶＯＸＹ 黒色 ２街区駐車場 21:00～6:00 

 

 
ゴミ集積所の点検は、地区委員（環境保全担当）の方がゴミ回収時の状況（回収日でない

ゴミ、回収後に出しているゴミ）を確認し、公表しています。３月度のゴミ違反数は２５件

確認されました。うち回収後に出しているゴミ違反は６件ありました。 

◎地区委員さんより主な注意点が出されました。 

①番 回収後に出されたゴミを、カラスが荒らしていた。 

②番 燃やすゴミが回収後に出ていた。（３回）カラスが荒らしていた。 

⑤番 今月は優秀でした。 

⑥番⑦番 燃やすゴミが前日に、缶・ビン・電池が回収日前に出ていた。 

回収日でない日に古紙・古布が出ていた。 

⑧番 燃やすゴミの前夜出し。プラの日にペットボトル一袋。 

土曜に二日後の缶・ビンが出ていた。 

⑩番 カラスの動きが活発です。見えないように出す工夫が必要です。 

ネットは端まで掛けてほしい。 

⑫番⑬番 プラの日に燃やすゴミ、燃やすゴミの日にラベル付きのペットボトルが、 

燃やすゴミの日にプラが（生ごみ混入） 缶・ビンの日に燃やすゴミが。 

※番号は集積場所（看板に明記されています）。 
 

管理組合事務所窓口は、ゴールデンウイーク期間 

４月３０月(月）、５月３日（水）～５月５日(土) がお休みです。緊急連絡先は以下の通りです。 
 

緊急連絡先 電話番号 

電気関係 東電カスタマーセンター ０１２０－９９５－４４２ 

ガス関係 武州ガス ０４９－２４１－９０００ 

給水関係 日本総合住生活 ０４８－８３９－０９０１ 

防犯関係 水富交番 ０４－２９５４－３１００ 

共用部 

緊急連絡先 
つつじ野団地管理組合事務局 

０９０－９３７５－１８２０ 

０８０－１１６９－２４９６ 

０９０－７８４２－０９４５ 

 

 
 

●第２３回理事会（４／１４）：４月度資金運用計画／平成２９年度会計監査資料／平成２９

年度業務監査資料／第３８回通常総会特別議案説明会次第／第１回環境整備の日作業実施

要領 他 

●第２４回理事会（４／２１）第３８回通常総会役割分担、進行スケジュール等 他 
 

理事会の予定議題 
 
●第２５回理事会（５／１２）：火災保険・施設賠償責任保険契約／役員等傷害保険契約／  

合同会議資料／ 他 
 

お知らせ 
 
★規約違反状態（当団地最後の犬飼育者）が３月２５日に解消されました。 

 今後は「隠れ飼育者」の解消と「ノラ猫等への給餌行為」の禁止を徹底致します。 

★広報８０８号訂正：平成３０年度役員候補者（小林茂子さん→成子さん）に訂正致します。 
 
 月 日付 会議・行事 月 日付 ゴミの収集（火、金はもやすゴミ） 

５月 

６日（日） 第１０回 自主防災幹事会 

４月 

２５日（水） 燃やさないゴミ 

１２日(土) 

地区委員活動 

デモストレーション 
２６日（木） プラスチック 

第１２回 地区委員会 

５月 

 ３日（木） プラスチック 

第２５回 理事会 ７日（月） ビン・缶・乾電池 

１３日(日) 
総会特別議案説明会 ９日（水） ペットボトル 

第２３回 長期修繕委員会 １０日（木） プラスチック 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月度の不法駐車を公表します 

３月度のゴミ違反を公表します 

ＧＷの管理組合事務所休業のお知らせ 

理事会の議題 

“ささえ愛つつじ野”からのお知らせ   お問合せ・お申し込み 090-4360-1233    

☆健康体操   ：５月８日(火)、１５日(火)、２２日(火)、２９日(火)１３時３０分から 

  参加費５００円／１回 

☆うたごえサロン：５月２４日(木)１４時から  参加費３００円(コーヒーカップご持参ください) 

☆絵手紙教室  ：５月９(水)、２３日（水） １０時から  参加費１００円／回 

☆脳トレ麻雀  ：５月 毎週（水、土曜日）１３時から（初心者向け毎週月曜日１３時から）  無料 

☆手芸カフェ  ：５月 毎週（金曜日）１３時３０分から 無料 

☆編み物カフェ ：５月 毎週（水曜日） ９時３０分から 参加費１００円/ 1回 

００円／1回 

 


